
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆目覚ましい発展を遂げる生成ＡＩ 

 ChatGPT等の生成ＡＩサービスが話題です。プロン

プトと呼ばれる質問・指示に対し、自然な文章で膨

大なデータから導いた回答を返してくれることか

ら、生産性の向上などに寄与するとされています。

その反面、法的な整備が追いついていない点も多

く、利用には注意も必要です。なかでも、個人情報

や秘密情報の入力は避けるよう注意喚起されていま

す。なぜなら、入力した内容はデータ学習に使用さ

れることがあり、流出の懸念があるからです。企業

において使用ルールを定めることは必須といえるで

しょう。 

 

◆使用ルールの策定 

 では、どのようなルールを策定すればいいのでし

ょうか。参考になるのが、一般社団法人日本ディー

プラーニング協会による「生成ＡＩの利用ガイドラ

イン」です。生成ＡＩの活用を考える組織がスムー

ズに導入を行えるように、利用ガイドラインのひな

型が公開されています。組織の目的やポリシー等に

照らして、必要な追加や修正を加えることができま

す。「簡易解説付きガイドライン」では、データ入

力に際して注意すべき事項、生成物を利用するに際

して注意すべき事項に触れられており、社内での検

討に役立つ内容になっています。また、個人情報取

扱事業者が社内での積極的な活用を検討しているの

であれば、個人情報保護委員会による「生成ＡＩサ

ービスの利用に関する注意喚起等」にも目を通して

おきましょう。 

 「気づかないうちに社員が不適切な使用をして、

問題に発展してしまった」ということのないよう、

早めに対策を講じておきたいですね。 

 

 

【一般社団法人日本ディープラーニング協会「資料

室」】 

https://www.jdla.org/document/#ai-guideline 

 

【個人情報保護委員会「生成ＡＩサービスの利用に関す

る注意喚起等について」】 

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230

602_AI_utilize_alert/ 

 

 

 
 
◆社会保険上の取扱い 

今年６月 27日に、「標準報酬月額の定時決定及び随

時改定の事務取扱いに関する事例集」に以下の問答が

追加されました。 

問 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券

又は記念品等（以下「永年勤続表彰金」という。）

は、「報酬等」に含まれるか。 

答 永年勤続表彰金については、企業により様々な形

態で支給されるため、その取扱いについては、名称

等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を

行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満

たすような支給形態であれば、恩恵的に支給される

ものとして、原則として「報酬等」に該当しない。 

ただし、当該要件を一つでも満たさないことをも

って、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事

業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十

分確認した上で、総合的に判断すること。 

生成ＡＩサービス利用時の注意点 

永年勤続表彰金の社会保険、労働保険 

および課税上の取扱い 
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【永年勤続表彰金における判断要件】 

① 表彰の目的 

企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策と

して実施するもの。なお、支給に併せてリフレッ

シュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚

生としての側面が強いと判断される。 

② 表彰の基準 

勤続年数のみを要件として一律に支給される

もの。 

③ 支給の形態 

社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えて

いないものであって、表彰の間隔が概ね５年以上

のもの。 

 

◆労働保険上の取扱い 

行政手引 50502によると、「勤続年数に応じて支給

される勤続褒賞金は、一般的には、賃金とは認められ

ない。」とされています。 

 

◆課税上の取扱い 

国税庁のタックスアンサーNo.2591 によると、創業

記念で支給する記念品や永年にわたって勤務してい

る人の表彰に当たって支給する記念品などは、一定の

要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよ

いことになっています。 

ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の

負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、

その全額（商品券の場合は券面額）が給与として課税

されます。 

 
【厚生労働省「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定

の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」（令

和５年６月 27 日事務連絡）】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0

010.pdf 

 

 

 
 

◆今年６月変更の主な内容 

「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基

本的な計画」は、「建設工事従事者の安全及び健康の確

保の推進に関する法律（「建設職人基本法」）」に基づき、

少なくとも５年ごとに検討を加え、変更しなければな

らないとされています。今年６月変更の主な内容は以

下の通りです。 

 

１ 安全衛生経費に関する記載の充実 

 安全衛生対策項目の確認表、安全衛生経費を内訳明

示するための標準見積書の作成・普及／発注者、建設

業者及び国民一般に対する安全衛生経費の戦略的広

報の実施 

２ 一人親方に関する記載の充実 

 一人親方との取引の適正化等の周知 

３ 建設工事の現場の安全性の点検等に関する記載

の充実 

 建設機械施工の自動化・遠隔化やロボットの活用等

インフラ分野のＤＸにおいて、安全な工法等の研究開

発・普及 

４ 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上に

関する記載の充実 

新・担い手３法や労働基準法を踏まえた「働き方改

革」の推進、処遇の改善、インフラ分野のＤＸの推進

／職業訓練の実施による事業主への支援等 

５ 墜落・転落災害の防止対策の充実強化に関する記

載の充実 

屋根・屋上等の端、低所（はしご・脚立）からの墜

落・転落災害防止対策のためのマニュアルの作成・普

及／足場点検の確実な実施のための措置の充実、一側

足場の使用範囲の明確化／足場の組立・解体中の墜

落・転落防止対策の充実強化 

６ 健康確保対策の強化に関する記載の追記 

熱中症、騒音による健康障害防止対策／解体・改修

工事における石綿ばく露防止対策等／新興・再興感染

症への対応 

７ 人材の多様化に対応した建設現場の安全健康確

保、職場環境改善に関する記載の追記 

女性の活躍促進のための取組み／増加する外国人

労働者の労働災害への対応方法等／高年齢労働者の

安全と健康の確保につながる取組み 

 

働き方改革の推進や労災の防止については、当事務

所がサポートできる面も多くあるかと思います。課題

を共有し、対策を進めましょう。 

 
【厚生労働省「建設工事従事者の安全及び健康の確保に

関する基本的な計画」が変更されました】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33559.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「建設工事従事者の安全及び健康の確保

に関する基本計画」が変更されました 

人事労務に関する手続き・ご相談・お問い合わせは… 

チコ労務管理事務所 
    連絡先：〒130－0014  東京都墨田区亀沢 4-19-3 

電話 ： 03-3625-2927  ＦＡＸ ： 03-6751-8185 

         


